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(57)【要約】
　挿入部２と、操作部６と、長手方向Ｎに交わる方向Ｊ
に操作部６から第１の側Ａに突出するノブ１１、１２と
、方向Ｊにおいて第２の側Ｂに突出して設けられたユニ
バーサルコード７と、操作部６において、第２の側Ｂに
配置され、中心軸Ｃに対し第１の側Ａにはみ出さないよ
う位置決めされた収納部５０内に設けられた動力部５１
と、を有する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　被検体に挿入される挿入部と、
　　前記挿入部の長手方向の基端側に設けられた、前記挿入部の操作を行う操作部と、
　前記長手方向に交わる方向に前記操作部から第１の側に突出する、前記挿入部の特定部
位を操作するノブと、
　前記長手方向に交わる方向において、前記操作部における前記ノブとは異なる第２の側
に突出して設けられたユニバーサルコードと、
　前記操作部において、前記第２の側に配置され、前記挿入部の中心軸に対し前記第１の
側にはみ出さないよう位置決めされた収納部内に設けられた、前記挿入部の前記特定部位
または他の特定部位を動かす機構を駆動する動力部と、
　　を有することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　　前記収納部は、
　前記操作部において、前記ユニバーサルコードが突出後、延出する方向に平行で前記挿
入部の中心軸を含む面に対し、前記長手方向に交わる方向において前記第１の側にはみ出
さないように位置決めされて設けられていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記収納部の外表面は、前記操作部における前記挿入部の中心軸に対し前記長手方向に
交わる方向において前記第１の側にはみ出さないよう位置決めされることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】
　　前記収納部は、
　前記ユニバーサルコードの一端側を前記操作部に固定するとともに前記操作部における
前記長手方向に交わる方向において前記第２の側に突出するユニバーサルコード固定部に
おいて、前記ユニバーサルコードの前記一端側よりも前記第２の側にさらに突出するよう
設けられることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記操作部に、前記長手方向における前記挿入部側に設けられた把持領域と、該把持部
の前記長手方向の基端側に設けられた前記ノブ及びスイッチボタンが設けられた操作子領
域とが設けられており、
　前記収納部は、前記操作子領域において前記長手方向に前記挿入部から最も遠位側に位
置する前記スイッチボタンを、前記長手方向において前記遠位側に越えない範囲に設けら
れていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記操作部に、前記長手方向における前記挿入部側に設けられた把持領域と、該把持部
の前記長手方向の基端側に設けられた前記ノブ及びスイッチボタンが設けられた操作子領
域とが設けられており、
　　前記収納部は、前記操作子領域において前記長手方向に前記挿入部から最も近位側に
位置する前記スイッチボタンを、前記長手方向において前記近位側に越えない範囲に設け
られていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項７】
　　　前記動力部は、アクチュエータであり、
　前記収納部は、前記アクチュエータの少なくとも一部を内部に収納する、前記アクチュ
エータよりも大きい外部寸法を含むケーシングであることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡。
【請求項８】
　前記挿入部の前記特定部位は、前記ノブの操作に応じて複数方向に湾曲動作するように
構成された前記挿入部の前記長手方向の先端側に設けられた第１湾曲部であり、
　前記挿入部の前記他の特定部位は、該第１湾曲部に連設された第２湾曲部であり、
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　　　前記動力部は、前記第２湾曲部が少なくとも１つの方向に湾曲するための駆動力を
、長尺部材を介して前記操作部から前記湾曲部に伝達することを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、被検体に挿入される挿入部の長手方向の基端側に設けられた操作部に、挿入
部の特定部位または他の特定部位を動かす機構を駆動する動力部が設けられた内視鏡に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、内視鏡は、医療分野及び工業用分野において広く利用されている。内視鏡は、細
長い挿入部を被検体内に挿入することにより、被検体内の被検部位の観察や処置等を行う
ことができる。
【０００３】
　また、内視鏡の挿入部の長手方向の先端側（以下、単に先端側と称す）に、例えば複数
方向に湾曲自在な湾曲部が設けられた構成が周知である。
【０００４】
　湾曲部は、管路内の屈曲部における挿入部の進行性を向上させる他、挿入部において、
湾曲部よりも先端側に位置する先端部に設けられた観察光学系の観察方向を可変させる。
【０００５】
　湾曲部は、内視鏡の操作部において、上述した長手方向に交わる方向における一方側に
突出して設けられたノブが操作者によって回動操作されることにより、例えば上下左右の
４方向のいずれかに湾曲自在となるよう構成されている。
【０００６】
　具体的には、ノブを回動させると、操作部内に設けられたノブとともに回動するプーリ
が回動し、該プーリに巻回されるとともに、長手方向の先端（以下、単に先端と称す）が
湾曲部に固定されたチェーン、ワイヤ等の長尺部材が牽引されることによって、湾曲部が
湾曲されるよう構成されている。
【０００７】
　尚、ノブは、操作部の把持領域が操作者の左手の腹、小指、薬指、中指で把持され、左
手の人指し指と親指とにより操作部から延出されるユニバーサルコードの固定部側が該固
定部側を挟むよう把持された状態において、左手の親指によって回動操作される。
【０００８】
　ここで、内視鏡の挿入部を被検体内に挿入する際は、操作者は、右手で挿入部を把持し
て挿入部を被検体内の深部に右手で押し込む操作を行うとともに、左手で上述したように
操作部を把持して、操作部に設けられた上述したノブや各種スイッチ操作を行う。
【０００９】
　しかしながら、手の小さい操作者や、不慣れな操作者においては、左手の親指のみで上
述したように長尺部材を牽引するためのノブの回動操作が、操作力量が大きく行い難いと
いった問題があった。
【００１０】
　このような問題に鑑み、日本国特許第５３６４８６８号公報には、ノブの回動操作力量
を小さくするため、長尺部材の牽引を電動にて行うよう操作部に動力部であるアクチュエ
ータが設けられた構成が開示されている。
【００１１】
　尚、日本国特許第５３６４８６８号公報においては、内部にアクチュエータが収納され
た収納部であるケーシングは、操作者が操作部を把持した際の操作部の重量バランスを考
慮して、操作部におけるノブとユニバーサルコードとの間の位置に設けられている。
【００１２】



(4) JP WO2020/070775 A1 2020.4.9

10

20

30

40

50

　しかしながら、日本国特許第５３６４８６８号公報に開示された位置に、アクチュエー
タのケーシングが設けられていると、操作者の左手の人指し指によって、操作部に設けら
れた各種スイッチの操作が、ケーシングが邪魔となり行い難いといった問題があった。
【００１３】
　特に、操作部における長手方向の基端側（以下、単に基端側と称す）に設けられた既知
のスイッチボックスに設けられた各種スイッチの操作が行い難いばかりか、ケーシングが
邪魔となり、スイッチボックスにおけるユニバーサルコード側の面にスイッチを配置し難
くなってしまうといった問題もあった。
【００１４】
　本発明は、上記問題点に鑑みなされたものであり、操作部における重量バランスが最適
な位置かつ操作者によるスイッチ及びノブ操作に対して、さらにはスイッチの配置に支障
のない位置に、アクチュエータが収納されたスイッチボックスが配置できる構成を具備す
る内視鏡を提供することを目的とする。
【発明の開示】
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記目的を達成するため本発明の一態様による内視鏡は、被検体に挿入される挿入部と
、前記挿入部の長手方向の基端側に設けられた、前記挿入部の操作を行う操作部と、前記
長手方向に交わる方向に前記操作部から第１の側に突出する、前記挿入部の特定部位を操
作するノブと、前記長手方向に交わる方向において、前記操作部における前記ノブとは異
なる第２の側に突出して設けられたユニバーサルコードと、前記操作部において、前記第
２の側に配置され、前記挿入部の中心軸に対し前記第１の側にはみ出さないよう位置決め
された収納部内に設けられた、前記挿入部の前記特定部位または他の特定部位を動かす機
構を駆動する動力部と、を有する。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本実施の形態の内視鏡を示す部分斜視図
【図２】図１の内視鏡の操作部を操作者の左手で把持した状態を示す図
【図３】図１の内視鏡の操作部、ユニバーサルコード固定部、収納部、ユニバーサルコー
ドの折れ止めを、図１中のIII方向からみた斜視図
【図４】図３の操作部、ユニバーサルコード固定部、収納部、ユニバーサルコードの折れ
止めを、図３中のIV方向からみた平面図
【図５】図３の操作部、ユニバーサルコード固定部、収納部、ユニバーサルコードの折れ
止めを、図３中のV方向からみた平面図
【図６】図１の収納部内に設けられた動力部の動力を操作部内に設けられた動力伝達機構
に伝達させる構成を概略的に示す内視鏡の斜視図
【図７】図２のスイッチボックスの頂部に設けられたスイッチボタンよりも遠位側に収納
部が設けられている場合における、図２の操作部を把持する操作者の左手の人指し指によ
り、図２のスイッチボックス頂部に設けられたスイッチボタンを押下する様子を概略的に
示す図
【図８】図２の操作部を把持する操作者の左手の人指し指により、図２のスイッチボック
ス頂部に設けられたスイッチボタンを押下する様子を概略的に示す図
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。
【００１８】
　図１は、本実施の形態の内視鏡を示す部分斜視図、図２は、図１の内視鏡の操作部を操
作者の左手で把持した状態を示す図である。
【００１９】
　また、図３は、図１の内視鏡の操作部、ユニバーサルコード固定部、収納部、ユニバー
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サルコードの折れ止めを、図１中のIII方向からみた斜視図、図４は、図３の操作部、ユ
ニバーサルコード固定部、収納部、ユニバーサルコードの折れ止めを、図３中のIV方向か
らみた平面図である。
【００２０】
　さらに、図５は、図３の操作部、ユニバーサルコード固定部、収納部、ユニバーサルコ
ードの折れ止めを、図３中のV方向からみた平面図、図６は、図１の収納部内に設けられ
た動力部の動力を操作部内に設けられた動力伝達機構に伝達させる構成を概略的に示す内
視鏡の斜視図である。
【００２１】
　また、図７は、図２のスイッチボックスの頂部に設けられたスイッチボタンよりも遠位
側に収納部が設けられている場合における、図２の操作部を把持する操作者の左手の人指
し指により、図２のスイッチボックス頂部に設けられたスイッチボタンを押下する様子を
概略的に示す図、図８は、図２の操作部を把持する操作者の左手の人指し指により、図２
のスイッチボックス頂部に設けられたスイッチボタンを押下する様子を概略的に示す図で
ある。
【００２２】
　図１に示すように、内視鏡１は、被検体内に挿入される挿入部２と、該挿入部２の基端
側に設けられ、操作者によって把持及び操作される操作部６とを具備している。
【００２３】
　また、内視鏡１は、操作部６から延出されたユニバーサルコード７と、該ユニバーサル
コード７の延出端に設けられた図示しないコネクタとを具備している。
【００２４】
　尚、コネクタが、既知の図示しない光源装置やビデオプロセッサ等に接続自在なことに
より、内視鏡１は、周辺装置に接続自在となっている。
【００２５】
　挿入部２は、先端側から順に、内部に図示しない撮像ユニットを具備する先端部３と、
湾曲部４と、可撓管部５とを具備して主要部が構成されている。
【００２６】
　湾曲部４は、本実施の形態においては、先端側に位置する特定部位である第１湾曲部４
ａと、該第１湾曲部４ａの長手方向Ｎの基端（以下、単に基端と称す）に連設された他の
特定部位である第２湾曲部４ｂとから構成されている。
【００２７】
　尚、湾曲部４は、第１湾曲部４ａのみから構成されていても構わないが、以下、湾曲部
４は、第１湾曲部４ａと第２湾曲部４ｂとから構成されている場合を例に挙げて説明する
。
【００２８】
　操作部６は、先端側から順に、把持領域６ａと、該把持領域６ａの基端に連設された操
作子領域６ｃとから構成されており、既知の折れ止め２０を介して可撓管部５の基端に連
設されている。
【００２９】
　把持領域６ａは、図２に示すように、操作者の左手Ｌの腹、及び中指ＬＮ、薬指ＬＭ、
小指ＬＫによって把持される領域（把持部）となっており、先端側に、図示しない処置具
を操作部６及び挿入部２内に設けられた図示しない処置具挿通路に挿抜するための処置具
挿通口２５が設けられている。
【００３０】
　操作子領域６ｃに、湾曲操作ノブ１１、１２、固定ノブ１３、固定レバー１４、湾曲レ
バー４０等、操作者が操作を行うための各種操作子が設けられている。
【００３１】
　湾曲操作ノブ１１、１２は、例えば操作者の左手Ｌの親指ＬＯによる回動操作に伴い、
図６に示すように、挿入部２及び操作部６内に設けられた既知の動力伝達機構９０を介し
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て、第１湾曲部４ａを、例えば上下左右の４方向に湾曲操作するものである。
【００３２】
　即ち、第１湾曲部４ａは、湾曲操作ノブ１１、１２の回動操作により、動力伝達機構９
０を介して複数方向に湾曲動作される。
【００３３】
　また、固定ノブ１３は、例えば親指ＬＯによる回動操作に伴い、湾曲操作ノブ１２の回
動位置を固定するものである。さらに、固定レバー１４は、例えば親指ＬＯによる回動操
作に伴い、湾曲操作ノブ１１の回動位置を固定するものである。
【００３４】
　湾曲レバー４０は、例えば親指ＬＯによる回動操作に伴い、後述するアクチュエータ５
１（図６参照）を駆動させ、後述するユニバーサルコード固定部８０、操作部６、挿入部
２内に設けられた長尺部材であるワイヤ２１０を含む動力伝達機構２００を介して、第２
湾曲部４ｂを、少なくとも１方向に湾曲操作するものである。
【００３５】
　即ち、第２湾曲部４ｂは、湾曲レバー４０の回動操作により、アクチュエータ５１から
の駆動力が動力伝達機構２００を介して伝達されることにより湾曲動作される。
【００３６】
　尚、第２湾曲部４ｂの湾曲操作は、上述した湾曲レバー４０に限らず、アクチュエータ
５１の駆動指示を出来るものであれば、操作部６に設けられたノブやスイッチボタン、ま
たは、内視鏡１や、内視鏡１に接続される周辺装置に接続されたフットスイッチ等、どの
ようなもので行っても構わない。
【００３７】
　また、湾曲操作ノブ１１、１２、固定ノブ１３、固定レバー１４、湾曲レバー４０は、
図３に示すように、長手方向Ｎに交わる方向Ｊにおいて、操作子領域６ｃの外表面におけ
る面６ｃａから該面６ｃａから方向Ｊに離間する側となる第１の側Ａに突出するよう設け
られている。
【００３８】
　また、操作子領域６ｃの外表面において、面６ｃａと隣り合う面、具体的には、図１に
示すように、処置具挿通口２５が設けられた面と同じ方向側の面６ｃｃに、例えば、撮像
ユニットによって撮像された画像の静止を指示するフリーズスイッチボタン３５、吸引操
作用スイッチボタン３６、送気送水操作用スイッチボタン３７が設けられている。
【００３９】
　フリーズスイッチボタン３５、吸引操作用スイッチボタン３６、送気送水操作用スイッ
チボタン３７は、操作部６が図２に示すように操作者によって把持された場合、人差し指
ＬＨまたは中指ＬＮによって操作される。
【００４０】
　尚、スイッチボタン３５～３７の上述した機能は、あくまでも一例であり、上述した機
能に限定されないことは勿論である。
【００４１】
　さらに、操作子領域６ｃの外表面において、面６ｃａ及び面６ｃｃに隣接するとともに
、上述したスイッチボタン３５～３７が設けられた位置よりも長手方向Ｎにおける挿入部
２から離間する遠位側の面６ｃｄに、スイッチボックス３０が設けられている。
【００４２】
　スイッチボックス３０の長手方向Ｎにおける頂部に、例えば内視鏡１の電源をオンオフ
する電源スイッチボタン３１が設けられている。
【００４３】
　また、スイッチボックス３０のスイッチボタン３５～３７が設けられた面と同じ側の面
に、例えば測光方式を変更するアイリススイッチボタン３２が設けられている。
【００４４】
　さらに、スイッチボックス３０のアイリススイッチボタン３２に対向する面に、例えば
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撮像ユニットによって撮像された画像の録画を指示するレリーズスイッチボタン３３が設
けられている。
【００４５】
　尚、スイッチボタン３３は、図２に示すように操作部６が把持された場合、例えば左手
Ｌの親指ＬＯによって操作される。
【００４６】
　また、スイッチボタン３１、３２は、図２に示すように操作部６が把持された場合、例
えば左手Ｌの人指し指ＬＨによって操作される。尚、スイッチボタン３２は、親指ＬＯに
よって操作されても構わない。
【００４７】
　尚、スイッチボタン３１～３３の上述した機能は、あくまでも一例であり、上述した機
能に限定されないことは勿論である。
【００４８】
　また、操作子領域６ｃの外表面における、面６ｃｃ、面６ｃｄに隣接するとともに、方
向Ｊにおいて面６ｃａに対向する面６ｃｂにおいて、図３に示すように、方向Ｊにおいて
第１の側Ａとは反対側となる第２の側Ｂに突出するよう、ユニバーサルコード７の一端側
が固定されている。
【００４９】
　具体的には、面６ｃｂから第２の側Ｂに突出するユニバーサルコード固定部８０に、ユ
ニバーサルコード７の一端側に設けられた折れ止め７ｋが固定されている。このことによ
り、ユニバーサルコード７は、一端側がユニバーサルコード固定部８０に固定されて、長
手方向Ｎ及び方向Ｊの双方に交わる方向Ｓに延出されている。
【００５０】
　また、操作子領域６ｃに、上述したように、第２湾曲部４ｂを湾曲させるための動力伝
達機構２００（図６参照）を駆動する動力部であるアクチュエータ５１が内部に収納され
た収納部であるケーシング５０が設けられている。
【００５１】
　ケーシング５０は、アクチュエータ５１の少なくとも一部を内部に収納するとともに、
アクチュエータ５１よりも大きい外部寸法を有しており、図１～図６に示すように、方向
Ｓに所定の長さを有している。
【００５２】
　アクチュエータ５１は、第２湾曲部４ｂが少なくとも１つの方向に湾曲するための駆動
力を、動力伝達機構２００の、例えばワイヤ等から構成された長尺部材２１０を介して操
作部６から第２湾曲部４ｂに伝達するものであり、例えばモータが挙げられる。
【００５３】
　アクチュエータ５１は、図３に示すように、操作部６において、挿入部２の中心軸Ｃに
対し方向Ｊにおける第１の側Ａとは反対となる第２の側Ｂに配置され、中心軸Ｃに対して
ケーシング５０が第１の側Ａにはみださないよう位置決めされてケーシング５０内に収納
されている。
【００５４】
　具体的には、ケーシング５０は、方向Ｓに平行で操作部６において中心軸Ｃを含む面Ｆ
に対し、方向Ｊにおいて第１の側Ａにはみださないよう第２の側Ｂに位置決めされて設け
られている。
【００５５】
　さらに、ケーシング５０の外表面５０ｇは、操作部６における中心軸Ｃに対して方向Ｊ
において第１の側Ａにはみださないよう第２の側Ｂに位置決めされて設けられている。
【００５６】
　より具体的には、ケーシング５０は、ユニバーサルコード固定部８０において、ユニバ
ーサルコード７の折れ止め７ｋよりもさらに第２の側Ｂに突出するよう設けられており、
方向Ｊにおいて折れ止め７ｋよりも第２の側Ｂにおいて、方向Ｓに沿って延在するととも
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に、折れ止め７ｋに方向Ｊに並設されている。
【００５７】
　また、図４、図５に示すように、ケーシング５０は、操作子領域６ｃにおいて、長手方
向Ｎに挿入部２から最も遠位側に位置するスイッチボタン３１を遠位側に越えないＮ２以
下の範囲Ｍに設けられている。
【００５８】
　さらに、図４、図５に示すように、ケーシング５０は、操作子領域６ｃにおいて、長手
方向Ｎに挿入部２から最も近位側に位置するスイッチボタン３７を近位側に越えないＮ１
以上の範囲Ｍに設けられている。
【００５９】
　尚、その他の内視鏡１の構成は周知であるため、その説明は省略する。
【００６０】
　このように、本実施の形態においては、第２湾曲部４ｂを湾曲させるための駆動力を発
生させるアクチュエータ５１が収納されたケーシング５０は、操作子領域６ｃにおいて、
挿入部２の中心軸Ｃに対し方向Ｊにおける第２の側Ｂに配置され、中心軸Ｃに対してケー
シング５０が第１の側Ａにはみださないよう位置決めされていると示した。
【００６１】
　このことによれば、図２に示すように操作者が左手Ｌにて操作部６を把持した際、従来
と同様に、操作子領域６ｃにケーシング５０が設けられていることから、重量バランスが
良い。
【００６２】
　また、操作者の左手Ｌの人指し指ＬＨにて、各種スイッチボタン３１～３３、３５～３
７のいずれかのスイッチ操作を行う際に、ケーシング５０が邪魔になることがない。即ち
、従来よりも各種スイッチボタン３１～３３、３５～３７に対する人指し指Ｈのアクセス
性が向上する。
【００６３】
　さらに、ケーシング５０が、ユニバーサルコード固定部８０において、方向Ｊにおいて
折れ止め７ｋよりも第２の側Ｂに、折れ止め７ｋに並設されて設けられている。
【００６４】
　このことにより、従来のような面６ｃａ上において、ノブ１１、１２と面６ｃａとの間
にケーシング５０が設けられている場合に比べ、方向Ｊにおいて面６ｃｂとノブ１１、１
２との距離を短くすることができる。
【００６５】
　よって、人指し指ＬＨとの間に折れ止め７ｋを挟んでいる親指ＬＯによりノブ１１～１
３、レバー１４、４０の操作性が低下してしまうことがなく、良好なアクセス性を確保す
ることができる。
【００６６】
　また、本実施の形態においては、ケーシング５０は、操作子領域６ｃにおいて、長手方
向Ｎに挿入部２から最も遠位側に位置するスイッチボタン３１を遠位側に越えないＮ２以
下の範囲Ｍに設けられていると示した。
【００６７】
　このことによれば、図５に示すように、仮にケーシング５０が長手方向Ｎにおいてスイ
ッチボタン３１よりも遠位側の領域Ｑに設けられていると、折れ止め７ｋを親指ＬＯと人
指し指ＬＨとによって把持した状態から、人指し指ＬＨにてスイッチボタン３１を押下操
作する際、図５の２点鎖線Ｒ１に示すように、人指し指ＬＨをケーシング５０の上側に迂
回させなければならなかった。
【００６８】
　その結果、図７に示すように、人指し指Ｈをコの字型に、第１関節のみならず第２関節
も略９０°曲げなければならなかった。
【００６９】
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　よって、人指し指ＬＨが立った状態にてスイッチボタン３１を押し込まなければならず
、スイッチボタン３１の押し込み量Ｗ１を大きくすることができなかった。
【００７０】
　しかしながら、本実施の形態のように、ケーシング５０が、Ｎ２以下の範囲Ｍに設けら
れていれば、図５の２点鎖線Ｒ２に示すように、人指し指ＬＨを、最短距離にてスイッチ
ボタン３１にアクセスさせることができる。
【００７１】
　このため、図８に示すように、僅かに人指し指ＬＨの第１関節を曲げるのみで、スイッ
チボタン３１の押下操作を行うことができる。
【００７２】
　よって、人指し指ＬＨが寝た状態にてスイッチボタンを押し込めることから、スイッチ
ボタン３１の押し込み量Ｗ２を、人指し指ＬＨが立った状態よりも大きくすることができ
る（Ｗ２＞Ｗ１）。
【００７３】
　その結果、人指し指ＬＨをあまり曲げずにスイッチ操作できることから、スイッチボタ
ン３１の押し込み操作の際の人指し指ＬＨの疲労軽減を図ることができる。
【００７４】
　また、親指ＬＯと人指し指ＬＨとにより折れ止め７ｋを挟んだ状態から、人指し指ＬＨ
を、スイッチボタン３１に対して最短距離でアクセスさせることができることから、素早
くスイッチボタン３１のスイッチ操作を行うことができる。
【００７５】
　さらに、本実施の形態においては、ケーシング５０は、操作子領域６ｃにおいて、長手
方向Ｎに挿入部２から最も近位側に位置するスイッチボタン３７を近位側に越えないＮ１
以上の範囲Ｍに設けられていると示した。
【００７６】
　このことによれば、図５に示すように、仮にケーシング５０が長手方向Ｎにおいてスイ
ッチボタン３７よりも近位側の領域Ｐに設けられていると、ケーシング５０により、操作
者の左手Ｌによって把持領域６ａを握る位置が、長手方向Ｎにおいて挿入部２側の位置と
なってしまう。
【００７７】
　よって、人指し指ＬＨにて、スイッチボタン３７の押し込み操作を行うと、操作子領域
６ｃにケーシング５０が設けられていないことから、重量バランスが悪くなってしまい、
操作子領域６ｃにおいてスイッチボックス３０側に、大きなモーメントが付与されてしま
う。さらには、方向Ｓにおいてスイッチボタン３７の対向位置近傍が操作者によって把持
されないことから、スイッチボタン３７の押し込み操作後、特に手の小さな操作者が把持
している場合においては、操作部６がふらついてしまう可能性があった。
【００７８】
　しかしながら、本実施の形態のように、ケーシング５０がスイッチボタン３７を近位側
に越えないＮ１以上の範囲Ｍに設けられていれば、操作部６の重量バランスが良くなる他
、把持領域６ａにおけるスイッチボタン３７の方向Ｓにおける対向位置近傍を操作者は把
持する。
【００７９】
　このため、スイッチボタン３７の押下操作を行っても、仮に手の小さな操作者が把持領
域６ａを把持していたとしても操作部６がふらついてしまうことがない。
【００８０】
　以上から、操作部６における重量バランスが最適な位置かつ操作者によるスイッチ３１
～３３、３５～３７及びノブ１１、１２操作に対して、さらにはスイッチの配置に支障の
ない位置に、アクチュエータ５１が収納されたケーシング５０が配置できる構成を具備す
る内視鏡１を提供することができる。
【００８１】
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　尚、上述した本実施の形態においては、アクチュエータ５１は、動力伝達機構２００を
介して、第２湾曲部４ｂを湾曲させる際の駆動力を伝達すると示した。
【００８２】
　これに限らず、例えば、ノブ１１、１２の操作により、動力伝達機構９０を介して、第
１湾曲部４ａを湾曲させる際の駆動力を伝達させる構成にも適用可能なことは勿論である
。
【００８３】
　さらには、挿入部２に設けられた第２湾曲部４ｂ以外の他の特定部位、例えば先端部３
に設けられた回動体を電動駆動させる際の駆動力を伝達させる構成に用いても本実施の形
態と同様の効果を得ることができるということは云うまでもない。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図７】

【図８】

【手続補正書】
【提出日】令和3年1月28日(2021.1.28)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　被検体に挿入される挿入部と、
　　前記挿入部の長手方向の基端側に設けられた、前記挿入部の操作を行う操作部と、
　前記長手方向に交わる方向に前記操作部から第１の側に突出する、前記挿入部の特定部
位を操作するノブと、
　前記長手方向に交わる方向において、前記操作部における前記ノブとは異なる第２の側
に突出して設けられたユニバーサルコードと、
　前記操作部において、前記第２の側に配置され、前記挿入部の中心軸に対し前記第１の
側にはみ出さないよう位置決めされた収納部内に設けられた、前記挿入部の前記特定部位
または他の特定部位を動かす機構を駆動する動力部と、
　　を有することを特徴とする内視鏡。
【請求項２】
　　前記収納部は、
　前記操作部において、前記ユニバーサルコードが突出後、延出する方向に平行で前記挿
入部の中心軸を含む面に対し、前記長手方向に交わる方向において前記第１の側にはみ出
さないように位置決めされて設けられていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
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　前記収納部の外表面は、前記操作部における前記挿入部の中心軸に対し前記長手方向に
交わる方向において前記第１の側にはみ出さないよう位置決めされることを特徴とする請
求項１に記載の内視鏡。
【請求項４】
　　前記収納部は、
　前記ユニバーサルコードの一端側を前記操作部に固定するとともに前記操作部における
前記長手方向に交わる方向において前記第２の側に突出するユニバーサルコード固定部に
おいて、前記ユニバーサルコードの前記一端側よりも前記第２の側にさらに突出するよう
設けられることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記操作部に、前記長手方向における前記挿入部側に設けられた把持領域と、該把持領
域の前記長手方向の基端側に設けられた前記ノブ及びスイッチボタンが設けられた操作子
領域とが設けられており、
　前記収納部は、前記操作子領域において前記長手方向に前記挿入部から最も遠位側に位
置する前記スイッチボタンを、前記長手方向において前記遠位側に越えない範囲に設けら
れていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記操作部に、前記長手方向における前記挿入部側に設けられた把持領域と、該把持領
域の前記長手方向の基端側に設けられた前記ノブ及びスイッチボタンが設けられた操作子
領域とが設けられており、
　　前記収納部は、前記操作子領域において前記長手方向に前記挿入部から最も近位側に
位置する前記スイッチボタンを、前記長手方向において前記近位側に越えない範囲に設け
られていることを特徴とする請求項１に記載の内視鏡。
【請求項７】
　　　前記動力部は、アクチュエータであり、
　前記収納部は、前記アクチュエータの少なくとも一部を内部に収納する、前記アクチュ
エータよりも大きい外部寸法を含むケーシングであることを特徴とする請求項１に記載の
内視鏡。
【請求項８】
　前記挿入部の前記特定部位は、前記ノブの操作に応じて複数方向に湾曲動作するように
構成された前記挿入部の前記長手方向の先端側に設けられた第１湾曲部であり、
　前記挿入部の前記他の特定部位は、該第１湾曲部に連設された第２湾曲部であり、
　　　前記動力部は、前記第２湾曲部が少なくとも１つの方向に湾曲するための駆動力を
、長尺部材を介して前記操作部から前記湾曲部に伝達することを特徴とする請求項１に記
載の内視鏡。
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（注）この公表は、国際事務局（ＷＩＰＯ）により国際公開された公報を基に作成したものである。なおこの公表に
係る日本語特許出願（日本語実用新案登録出願）の国際公開の効果は、特許法第１８４条の１０第１項(実用新案法 
第４８条の１３第２項）により生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。
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